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お知らせ 

１  農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程 

（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されています。この規程に基づき、第三者から

不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策

を実施しています。詳しくは、当省のホームページを御覧ください。 

(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf) 

 
２  農林水産省は、「経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和２年７月17日閣議

決定）」に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んで

います。 

須 田  亙 


